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医療費

1,140億円(33.3%)

手 当

904億円(26.4%)

公共投資関係費

315億円(9.2%)

その他の政策的経費

1,067億円（31.1%）

原 爆

397億(34.9%)

難 病

608億円(53.3%)

肝 炎

98億円（8.6%)

結核等

37億円(3.2%)

原 爆

897億円(99.2)%毒ガス等

7億円(0.8%)

水道施設整備費

299億円(94.9%)

保健衛生施設整備費等

16億円(5.1%)

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策、

がん対策他

495億円(46.4%)

B型肝炎ウイルス感染

者給付金等支給経費

572億円(53.6%)

平成２６年度
健康局予算額（案）

３，４２７億円
（100%）

平成２６年度予算（案）の概要

２６年度予算額（案） ３４２，６８４百万円
一般会計 ３２５，９４７百万円
うちＢ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給経費 ５７，２００百万円
東日本大震災復興特別会計 １６，７３７百万円

（２５年度予算額 ３３５，５４３百万円)
（一般会計 ３２６，２１７百万円）

（東日本大震災復興特別会計 ９，３２６百万円）
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（ ）１ 難病対策 ７１７億円 ５４９億円

（１）難病に関する調査・研究などの推進
１０４億円（１０２億円）

難病研究を総合的・戦略的研究を実施するため、全国規模のデータベースを活用する

などし、疫学、病態解明、新規治療法の開発、再生医療技術を用いた研究を行うととも

に、難病政策と一体となった調査研究を推進する。

、 、また 希少疾患の中でもきわめて患者数の少ない疾病等の医薬品や医療機器をはじめ

再生医療等製品の開発に対する支援を行い、製品化を推進する。

（２）公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築
（ ）６０６億円 ４４０億円

、 、難病患者への医療費助成については 都道府県の超過負担の解消を図るとともに

平成26年通常国会に難病新法を提出し、平成27年１月から、新たな公平かつ安定的な

医療費助成の制度を確立し、対象疾患の大幅な拡大を図る。

・特定疾患治療研究事業 ４４０億円

（補助先）都道府県

（補助率）１／２、10/10（特定疾患治療研究費のうちスモン分、スモンに対する

はり、きゅう及びマッサージ治療研究費）

※平成27年１月以降施行される予定の「新たな難病患者への医療費助成制度 （以」

下「新制度事業」という ）のもと給付措置を行うこととなるが、新制度事業の対。

象要件を満たさない疾患などについては、既認定者の実態を踏まえ、引き続き、当

該事業により実施することとする。

・難病患者医療費等負担金（平成27年１月施行） １６６億円○新

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

（３）国民の理解の促進と社会参加のための施策の充実
． （ ． ）８ ０億円 ７ ４億円

難病相談・支援センター等を充実強化し、難病患者が社会生活を送る上での悩みや不

安を取り除く支援や、難病に関する普及啓発に取り組み、難病患者の社会参加などを推

進する。

【 参 考 】 「 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 の 確 立 を 図 る た め の 改 革 の 推 進 に 関 す る

法律 」 （ 抄 ）
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第 ４条

10 難 病 対 策に 係 る 都道 府 県の超過負担 を解 消 を 図 る と と も に 、 難 病 及

び 小 児 慢 性 特 定 疾 患 に 係 る 新 た な 公 平 か つ 安 定 的 な 医 療 費 助 成 の 制

度 を 確 立 す る た め 、 新 制 度 を 確 立 す る た め 、 新 制 度 の 確立 に 当 た っ て 、

次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基

づい て必要 な措置を講ず る もの と す る 。

一 新制度を制度 と し て 確立 さ れた医療の社会保障給付 と す る こ と 。

二 新制度の対象 と な る疾患の拡大

三 新制度の対象 と な る患者の認定基準の見直 し

四 新制 度の自己負担の新制度以外の医療費にかか る患者の負担の軽

減 を図 る制度 との均衡 を考慮 した 見直 し 。

11 政 府 は 、 前 項の措置 を平成 26年 度 を 目途 に講ず る も の と し 、 こ の た め

に 必 要 な 法 律 案 を 平 成 2 6年 に 開 会 さ れ る 国 会 の 常 会 に 提 出 す る こ と を

目指す もの と す る 。

（主な事業）
・難病対策の推進のための患者データ登録整備事業 ０．３億円

難病患者データの精度の向上と有効活用、国際協力の推進を図るため、新たに患

者データ登録システムを運用し、患者・国民・医療現場に成果を還元できる仕組み

を構築していく。

○・難病相談・支援センター事業 ３．２億円改

難病相談・支援センターを充実強化し、難病患者が社会生活を送る上での療養上

及び日常生活上の問題についての悩みや不安を取り除く支援や相談・助言を行い、

難病患者の社会参加を推進する （４７ヶ所）。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

○・難病情報センター事業 ０．３億円改

難病情報センターを活用し、各疾患の概要や専門的な医療機関等に関する情報を

さらに充実させるとともに、難病患者を支援する各種制度・サービスの周知を強化

する。

（ ）２ 予防接種の推進などの感染症対策 １３５億円 １３１億円

（１）予防接種の推進 １４億円（１５億円）

平成25年６月に取りまとめられた「集団予防接種等によるＢ型肝炎感染拡大の再発防

止策について」等を踏まえ、予防接種に関する相談体制の充実や医療従事者に対する安

全・技能研修の実施により、予防接種の安全性の確保を図るとともに、接種率の更なる

向上を図るための体制を整備するなど、予防接種の推進を図る。

- 3 -



※ このほか、平成25年３月に成立した予防接種法改正法の衆参両院における附帯決議を踏まえ、平成

26年度中に２ワクチン（水痘、成人用肺炎球菌）を定期接種化する（地方財政措置）。

（主な事業）

○・予防接種センター機能推進事業 ３７百万円改

予防接種要注意者に対する予防接種の実施や、休日・時間外の実施などに加え、予

防接種に関する相談体制の拡充や医療従事者に対する安全・技能研修を実施するとと

もに、箇所数の増加（17箇所→22箇所）を図るなど予防接種センター機能の充実・強

化を図る。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

○・予防接種に係る普及啓発経費 ２百万円改

予防接種実務者向けに「予防接種に関する包括的なテキスト」を作成し、予防接種

センターが行う医療従事者研修などで活用を図る。

※ その他、予防接種健康被害者の救済（１１億円）や、副反応に関する情報整理・調

査（６０百万円）などを行う。

（２）新型インフルエンザ等対策の強化 ５６億円（５７億円）

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等が発生した際

に医療の確保や国民生活・国民経済の維持のために必要なワクチン接種の対象となる事

業者を登録・管理するためのシステムを構築するなど、新型インフルエンザ等対策の強

化を図る。

（主な事業）

○・特定接種管理システム構築経費 ８５百万円新

医療の確保や国民生活・国民経済の維持のために必要なワクチン接種の対象となる

事業者を登録・管理するためのシステムを構築する。

※ その他、感染症指定医療機関の運営（７億円）や、感染症の予防のための措置（６

億円）などを行う。

（参考 【平成25年度補正予算案】）

○プレパンデミックワクチンの購入等 ６４億円

新型インフルエンザの発生に備えて、国が備蓄しているプレパンデミックワク

チンの一部が有効期限切れとなるため、備蓄の維持に必要な買い替え等を行う。

○風しんの感染予防及びまん延防止対策の強化 １２億円

主として先天性風しん症候群の予防のために、妊娠を希望する女性のうち予防

接種が必要である者を効率的に抽出するための抗体検査に必要な費用を補助する

とともに、予防接種の必要性などについて普及啓発を行う。
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（ ） （ ）３ ＨＴＬＶ－１関連疾患に関する研究の推進 １０億円 １０億円

ヒトT細胞白血病ウイルス１型（HTLV-１）への感染対策と、これにより発症する成人

T細胞白血病（ATL）やHTLV-1関連脊髄症（HAM）の診断・治療法等に関する研究を、感染

症・がん・難病・母子保健対策が連携し、HTLV-１関連疾患研究領域として総合的な推進

を図る。 （※厚生科学課計上）

○（４）新興・再興感染症に対する医薬品等の開発及び世界への展開に向新

けた研究の推進 １億円

平成25年６月に閣議決定された「日本再興戦略」等に基づき、新興・再興感染症に対

する予防・診断・治療に向けた医薬品等の開発を推進するとともに、国内の感染症対策

の構築に関する研究を推進する。

さらに、世界に向けて展開することで国際社会への貢献を図る。

（※厚生科学課計上）

３ がん対策 ２３０億円（２３５億円）

がん対策の総合的かつ計画的な推進

がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている現状並びに平成
19年４月に施行された「がん対策基本法」及び同年６月に策定され、平成
24年６月に見直しがされた「がん対策推進基本計画」を踏まえ、総合的か
つ計画的にがん対策を推進する。

（１）放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う

（ ）医療従事者の育成 ２２億円 ２０億円

がん診療連携拠点病院において若手医師をがん医療の専門医師として育成する体制の

構築や、がん医療の専門的な知識及び技能を有する医師、看護師、薬剤師、診療放射線

技師等の育成並びにこれらの医師等に対する指導者の育成を行う。

（主な事業）

○・がん診療連携拠点病院機能強化事業 ２１億円改

がん医療水準の向上と地域格差の是正を図るため、がん診療連携拠点病院における

医師等の医療従事者に対して、放射線療法や化学療法等、質の高い医療を行うために

必要な研修を行うほか、患者や家族への相談支援等の実施、地域の医療機関との連携

を推進する。

、 「 （ ）」また がん診療連携拠点病院がない２次医療圏を中心に 地域がん診療病院 仮称

を設置するとともに、特定がん種に多くの診療実績を有し、都道府県内で拠点的な役

割を果たす「特定領域がん診療病院（仮称 」を設置し、がん診療連携拠点病院との）
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連携により、がん診療のさらなる均てん化と専門的診療の一定の集約化を図る（地域

がん診療病院（仮称）機能強化事業 。）

（補助先）都道府県、独立行政法人等

※但し、地域がん診療病院（仮称）機能強化事業は都道府県のみ

（補助率）都道府県（１／２ 、独立行政法人等（定額））

（ ） ． （ ． ）２ がんと診断されたときからの緩和ケアの推進 ５ ８億円 ４ ４億円

がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう、緩和ケアががんと診断

されたときから提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目無

く実施されるよう、がん診療連携拠点病院等において、各事業を実施する。

（主な事業）

○・緩和ケア推進事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ３億円改

都道府県がん診療連携拠点病院に設置している「緩和ケアセンター」について、財

政支援の対象を地域がん診療連携拠点病院に拡充するとともに、地域において専門的

緩和ケアの基盤づくりを行う活動を支援する。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）都道府県（１／２ 、独立行政法人等（定額））

（３）がん登録の推進とがん医療に関する相談支援及び情報提供体制の整備

（ ）２４億円 １７億円

科学的知見に基づく適切ながん医療の提供に資するよう、がん患者の診断・治療内容

等の情報を把握・分析するため、がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院（仮称）に

対して精度の高い院内がん登録を実施するための支援を行う。また、これら以外の医療

機関が収集したがん登録情報を都道府県が回収し、地域ごとのきめ細やかながん対策の

推進を図るための支援を行う。

また、がん登録推進法の成立に伴い、独立行政法人国立がん研究センターにおいて、

国内におけるがん罹患、診療、転帰等に関する情報を記録保存するためのデータベース

を構築するとともに、全国がん登録の制度説明会を実施する。

（主な事業）

・院内がん登録促進事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） １０．８億円

がん診療連携拠点病院において質の高い院内がん登録を促進する。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）都道府県（１／２ 、独立行政法人等（定額））

○・国立がん研究センター委託費（全国がん登録データベース構築等事業）６．１億円新

（委託費）独立行政法人国立がん研究センター
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（ ） （ ）４ がんの予防・早期発見の推進 ３３億円 ９２億円

働き盛りの世代が無料で検診を受けることができる乳がん検診、子宮頸がん検診及び

大腸がん検診の体制を整備することなどにより、がんによる死亡リスクの大幅な軽減を

図る。

（主な事業）

○・がん検診推進事業 ２６億円改

大腸がん検診について、受診率向上を図るため、５歳刻みの一定年齢の者を対象として、

無料クーポン券や検診手帳の配布等を実施する。

（補助先） 市町村

（補助率） １／２

（対象年齢）大 腸 が ん：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男性・女性

（参考 【平成２５年度補正予算案】）

・働く世代の女性支援のためのがん検診の推進 ４４億円

、 、子宮頸がん及び乳がんの受診率向上を推進し がんの早期発見につなげるため

受診勧奨（コール・リコール）及び過去に無料クーポン配布を受けたが未受診で

ある者等の検診費用の助成を行う。

（ ） （ ）５ がんに関する研究の推進 １３８億円 ９６億円

がん対策推進基本計画に基づき、がん研究の今後のあるべき方向性と具体的な研究事項等

についてとりまとめた「今後のがん研究のあり方に関する有識者会議報告書」を踏まえ、がん研

究を強力に推進する。

（主な事業）

○・がん対策推進総合研究事業（※厚生科学課計上）改

９０億円

予防、早期発見から新規薬剤開発、医療技術開発や実用化、新規標準治療開発等、

がん医療の実用化のための研究、がん患者のより充実したサバイバーシップの実現等

を目指した政策課題解決のための研究を強力に推進する。

（ ） ． （ ． ）６ がん患者の治療と職業生活の両立 ３ １億円 ２ ６億円

がんに罹患しても安心して暮らせる社会を構築するため、がん患者・経験者の就労に

関するニーズや課題を明らかにした上で、がん患者・経験者及びその家族等に対する相

談支援と情報提供の充実を図り、仕事と治療の両立を支援する。

（主な事業）

・がん患者の就労に関する総合支援事業等（がん診療連携拠点病院機能強化事業費）

２億円

がん診療連携拠点病院に社会保険労務士等の就労支援に関する専門家を配置し、が

ん患者及びその家族に対する就労に関する相談支援及び情報提供を引き続き行うとと
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もに、がんの診断時等に就労継続を見据えた治療と働き方に関する情報提供がなされ

るよう、主治医等の医療従事者向け研修を実施する。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）都道府県（１／２ 、独立行政法人等（定額））

（ ） ． （ ． ）７ 小児へのがん対策の推進 ３ ８億円 ３ ８億円

小児においてがんは病死原因の第１位であり、小児がん患者とその家族が安心して適

切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指し、引き続き小児がん拠点病院や

小児がんの中核的な機関の運営等を支援する。

（主な事業）

・小児がん拠点病院機能強化事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業費） ２億円

小児がん対策として、専門施設（小児がん拠点病院）を設け、患者を集約し、最

新かつ最適治療を提供するとともに、地域の医療機関との連携に基づいた治療後の

フォローアップを行い、小児がん患者・家族が診断時から切れ目のない安心・納得

した支援を受けるために必要なプレイルームの運営や相談支援人員等を確保する。

（補助先）独立行政法人等

（補助率）定額

（ ）４ 肝炎対策 １８７億円 １８８億円

（ ） （ ）１ 億円 １００億円肝炎治療促進のための環境整備 １００

インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を必要とする肝炎患者がその治療を

受けられるよう、医療費の助成を行う。また、肝炎患者支援手帳の配布や地域肝炎治療

コーディネーターの養成により適切な治療を促進する。

（主な事業）

・肝炎治療特別促進事業の実施 ９９億円

Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎は、インターフェロン治療あるいは核酸アナログ製剤治療に

より、ウイルスの排除・増殖の抑制が可能であり、その後の肝硬変、肝がんといった

より重篤な病態への進行を防ぐこと又は遅らせることが可能であることから、これら

の治療に係る患者の自己負担を軽減することにより、適切な医療の確保及び受療促進

を図る。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

・肝炎患者等支援対策事業の実施 １９百万円

肝炎患者等に対して、肝炎の病態・治療方法・肝炎医療に関する制度等を記載した
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手帳を配布し、適切な治療を促進する。また、地域の保健師等を対象として、検査の

受検勧奨方法や要診療者に対する受診勧奨方法、肝炎に関する既存制度の知識につい

て習得させ、肝炎患者等に対して肝炎治療のコーディネートができる者を養成する。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

（ ） （ ）２ 肝炎ウイルス検査等の促進 ３２億円 ２９億円

保健所等における利便性に配慮した検査体制の確保や、市町村における個別勧奨等の

実施により肝炎ウイルス検査の受検促進を図る。

また、陽性者のフォローアップを推進し、肝炎患者の重症化予防を図る。

（主な事業）

○・肝炎患者の重症化予防推進事業の実施 １２億円改

肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対する医療機関への受診勧奨を行うととも

に、初回精密検査費用や低所得者の定期検査費用への助成を行うことにより、陽性者

のフォローアップを推進し、重症化予防を図る。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２

○・健康増進事業における肝炎ウイルス検査等の実施 ２０億円改

健康増進法に基づき市町村が実施する健康増進事業のうち、肝炎ウイルス検診につ

いて、引き続き個別勧奨による検診受診促進を図るとともに、陽性者のフォローアッ

プを推進し、肝炎の早期治療に繋げる。

（補助先）都道府県 （間接補助先：市町村 、政令指定都市、 ）
（補助率）１／３

（３）健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変・肝がん患者
． （ ． ）への対応 ６ ８億円 ７ ４億円

肝疾患診療連携拠点病院等において、肝炎患者に対する治療に関する相談支援や生活

指導を実施するなど、患者支援の充実を図る。

、 、 、また 拠点病院等において 専門医療従事者や一般医療従事者等に対する研修を行い

治療水準や知識の向上を図る。

（主な事業）

○・肝疾患診療連携拠点病院における相談支援等 ５．４億円改

拠点病院の肝疾患相談センターにおいて肝炎患者からの治療等に関する相談に対応

するとともに、新たに保健師や栄養士を配置し、肝炎患者に対する生活指導を行う。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）都道府県（１／２)、独立行政法人等（１０／１０)
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○・一般医療従事者への研修 ５百万円新

肝炎医療従事者以外の医療従事者に対して肝炎に関する研修を行うことにより、医

療現場で肝炎患者を早期に発見し、適切な治療に繋げる。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）都道府県（１／２)、独立行政法人等（１０／１０)

（ ） ． （ ． ）４ 国民に対する正しい知識の普及と理解 １ ６億円 １ ６億円

リーフレットやポスターの作成、シンポジウム、市民公開講座、肝臓病教室の開催等

により、積極的に普及啓発を図るとともに、民間企業との連携を通じた肝炎対策を展開

し、肝炎総合対策を国民運動として推進する。

（主な事業）

・肝炎総合対策推進国民運動による普及啓発の推進 １億円

多種多様な媒体を活用しての効果的な情報発信や民間企業との連携を通じた肝炎対

策を展開し、肝炎総合対策を国民運動として推進する。

○・市民公開講座や肝臓病教室の開催による普及啓発の推進 ８百万円新

肝疾患診療連携拠点病院において、一般市民を対象とした公開講座や肝炎患者を対

象とした肝臓病教室を開催することにより、肝炎の病状や最新の治療法、日常生活の

留意点などの必要な知識を分かりやすく伝える。

（補助先）都道府県、独立行政法人等

（補助率）都道府県（１／２)、独立行政法人等（１０／１０)

（ ） （ ）５ 研究の推進 ４６億円 ５０億円

平成２４年度を初年度とする「肝炎研究１０カ年戦略」に基づき、Ｂ型肝炎やＣ型肝

炎等の新たな治療方法等の研究開発を推進する また 平成２２年１月に施行された 肝。 、 「

」 「 」 、炎対策基本法 及び平成２３年５月に策定された 肝炎対策基本指針 の趣旨を踏まえ

引き続き、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる行政的な研究を推進する。

（主な事業）

○・肝炎等克服実用化研究事業 （※厚生科学課計上）４３億円改

肝炎に関する基礎、臨床研究等を総合的に推進し、肝炎治療実績の大幅な改善につ

ながる成果の獲得を目指す。具体的には、肝炎ウイルスの感染メカニズムや薬剤耐性

機序の解明、肝硬変等難治例に対する新規治療薬・治療法の開発等を行う。また、Ｂ

型肝炎の画期的な新規治療薬の開発等を目指し、基盤技術の開発を含む創薬研究や治

療薬としての実用化に向けた臨床研究等を総合的に推進する。
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○・肝炎等克服政策研究事業 （※厚生科学課計上）３億円改

肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる疫学調査や行政的な課題を克服する

ために必要な研究を進める。具体的には、長期的かつ大規模な疫学調査の他、新規感

染予防の政策立案のための研究、偏見・差別の防止のための適切な普及啓発の検討、

肝炎ウイルス検査の促進や感染者を適切な医療・フォローアップへ導く体制の整備、

患者等の負担軽減に資する支援体制の構築に関する研究等を進める

（ ）５ エイズ対策の推進 ４８億円 ４８億円

ＨＩＶ感染やエイズの発症予防のため、同性愛者等が集まる場所に焦点を

絞った普及啓発や、保健所等において、夜間・休日など利用者の利便性に配慮した検

査・相談を行う。また、ＨＩＶ感染者・エイズ患者への在宅医療・介護を含む医療体

制の整備を図るとともに、患者等の生活の質を高めるため、電話相談やカウンセリン

グ等を行う。

（ ） ． （ ． ）１ 発生の予防及びまん延の防止 ４ ６億円 ４ ８億円

保健所等における検査・相談体制の充実等により、エイズの発生とまん延の防止を図

るとともに、ＨＩＶ感染者等の相談窓口を設置し、電話相談やカウンセリング等により

感染者等のケアを行う。

（主な事業）

・保健所等における無料・匿名でのＨＩＶ検査・相談事業 ２．７億円

利用者の利便性に配慮した平日夜間や土日における時間外検査を引き続き推進し、

ＨＩＶ感染の早期発見・早期治療及び行動変容を促進し、ＨＩＶ感染拡大の防止を図

る。

（補助先）都道府県、政令市、特別区

（補助率）１／２

・ＨＩＶ感染者等保健福祉相談事業 ６９百万円

全国の中核拠点病院にカウンセラーを設置し、ＨＩＶ感染した者及びその家族に対

する相談を実施することにより、その社会的・精神的な問題の軽減に寄与するととも

に、ＨＩＶ検査について検査機会を確保するため、世界エイズデーやＨＩＶ検査普及

週間等のイベントを活用した検査等を実施する。

（委託先）公募

・血液凝固異常症実態調査事業 ９百万円

血液製剤を通じてＨＩＶに感染した血友病患者を中心に血液凝固異常者の病態を把

握することにより、ＨＩＶのみならず血液凝固異常症の患者に及ぶ様々な障害につい

て調査を行い、治療と生活の向上に寄与するために必要な情報を整理し、研究者、臨

床医等に提供することにより、治療とＱＯＬの向上を図る。

（委託先）公募
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（ ） （ ）２ 医療等の提供及び国際的な連携 １１億円 １１億円

エイズ治療拠点病院を中心とする医療従事者への実務研修等、総合的な医療提供体制

を確保するとともに、我が国のエイズに関する国際貢献への期待に応えるため、国際協

力を通じて、国際的な連携を図る。

（主な事業）

・ＨＩＶ感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業 ４０百万円

ＨＩＶ治療の進歩により長期存命が可能となったＨＩＶ感染者・エイズ患者への

在宅医療・介護の環境を整備するため、訪問看護師や介護福祉士等への実地研修、

かかりつけ医や地域の歯科医への講習会等を実施する。

（委託先）公募

・中核拠点病院連絡調整員要請事業 １２百万円

より高度な医療を受けられる地方ブロック拠点病院に集中するＨＩＶ感染者やエ

イズ患者を地域の医療機関で受け入れるための調整を行う連絡調整員（コーディネ

ーターナース）を養成し、ＨＩＶ医療の連携体制を強化する。

（委託先）公募

・血友病患者等治療研究事業 ４．６億円

先天性血液凝固因子障害等患者のおかれている特別な立場に鑑み、社会保険各法

の規定に基づく自己負担分を公費負担する。

（補助先）都道府県

（補助率）１／２

（ ） （ ）３ 普及啓発及び教育 １１億円 １１億円

国民のエイズに対する関心と理解を深めるため、青少年や同性愛者等の個別施策層へ

の普及啓発、世界エイズデー等における普及啓発イベントやインターネットによる情報

提供等を実施する。

（主な事業）

・ＮＧＯ等への支援事業 １．３億円

より効果的なＨＩＶ感染予防の普及啓発や患者支援を行うため、ＨＩＶ陽性者や

同性愛者等で構成されるＮＧＯ・ＮＰＯによる当事者性のある活動への支援を行

う。

（委託先）公募

・ 世界エイズデー」普及啓発事業 ２２百万円「

国民のエイズに関する関心と理解を高めるため、ＷＨＯの提唱する１２月１日の

「世界エイズデー」に合わせ、街頭等における啓発普及活動を実施し、エイズに関

する正しい知識の浸透を図る。

（委託先）公募
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（４）研究開発の推進 ２１億円（２２億円）

我が国のＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告数は依然として増加し続けており、また多

剤併用療法の普及による療養の長期化に伴う新たな課題が生じている。これらの課題に

対応するべく臨床分野、基礎分野、社会医学分野、疫学分野における研究を行う。

（主な事業）

・エイズ対策研究事業（※厚生科学課計上） １２億円

、 、 、 、 、今後のエイズ対策に反映するため 基礎 臨床 社会医学 疫学等の観点から

ＨＩＶ感染者に係る医療体制の向上、長期予後における合併症等の克服、個別施策

層に対する効率的かつ効果的なＨＩＶ感染予防の効果、早期発見と早期治療の促進

に資する研究を推進する。

． （ ． ）６ リウマチ・アレルギー対策の推進 ６ ０億円 ５ ９億円

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギー等免疫アレル

ギー疾患の治療法等の研究を推進する。また、都道府県において、リウマチ系疾患や

食物アレルギー等に関する研修の実施、正しい知識の普及啓発、診療ガイドラインの

普及等を行う。

（主な事業）

・リウマチ・アレルギー特別対策事業 ６百万円

リウマチ系疾患や食物アレルギー等について新規患者の抑制を図るため、研修の

実施、正しい知識の普及啓発、診療ガイドラインの普及等情報提供等を行う。

（補助先）都道府県、政令指定都市、中核市

（補助率）１／２

○・アレルギー相談センター事業 １３百万円改

アレルギー患者やその家族に対し、免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業の成

、 、 。果やアレルギー専門家 専門医療機関の所在 最新の治療指針等の情報提供等を行う

また、自治体の相談員を対象に全国ブロックごと（1ヶ所→5ヶ所）に研修会を開

催し、相談員の資質の向上を図る。

（補助先）一般財団法人日本予防医学協会

（補助率）定額

・免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業（※厚生科学課計上） ５．８億円

免疫アレルギー疾患は、長期にわたり生活の質を低下させるため、国民の健康上

重大な問題となっている。そのため、免疫アレルギー疾患について、発症原因と病

態との関係を明らかにし、予防、診断及び治療法に関する新規技術を開発するとと

もに、医療の標準化や均てん化に資する研究を行うことにより、国民に対してより

良質かつ適切な医療の提供を目指す。
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． （ ． ）７ 腎疾患対策の推進 ２ １億円 ２ １億円

慢性腎臓病（ＣＫＤ）に関する診断・治療法の研究開発を推進する。また、都道府

県において、ＣＫＤに関する連絡協議会の設置、研修の実施、正しい知識の普及啓発

等を行う。

（主な事業）

・慢性腎臓病（ＣＫＤ）特別対策事業 １０百万円

ＣＫＤ対策を推進するため、都道府県において連絡協議会の設置、研修の実施、

正しい知識の普及啓発等を実施する。

（補助先）都道府県、政令指定都市、中核市

（補助率）１／２

・腎疾患重症化予防実践事業 ２８百万円

腎疾患の重症化や透析導入患者の増加を抑制するため、透析患者数を当初予測よ

り１５％減らすための「腎疾患重症化予防のための戦略研究」の成果を利用した個

別栄養指導等の予防プログラムを実践する。

（委託先）公募

・腎疾患対策研究事業 （※厚生科学課計上） Ｐ億円

腎機能異常の早期発見、早期治療、重症化防止とともに、診療現場における診療

連携等の有効な診療システムのエビデンスを確立し、ＣＫＤの腎不全への進行を防

止し、新たな透析導入患者の減少を図るための研究を戦略的に実施するとともに、

腎疾患の病態について解明を進め、安全で有効な診断・治療法の開発を推進する。

． （ ． ）８ 慢性疼痛対策等の推進 １ ３億円 １ ２億円

「慢性疼痛」を来す疾患には、数百万人の患者が罹患しており、多額の医療費を要

し、社会的損失も大きいため、平成２１年度より開催している「慢性の痛みに関する

検討会」の報告を踏まえ、平成２３年度より慢性の痛みに関する診断・治療法の研究

開発を推進し、平成２４年度より相談事業を実施しているところであり、患者に対す

る痛みの適切な管理・理解の普及、生活の質の向上を図る取り組みを推進する。

（主な事業）

・からだの痛み相談・支援事業 １０百万円

疼痛患者・患者家族が症状を訴えても適切な診断・助言が得られないという現状

を改善するため、的確な相談や助言ができる信頼性の高い相談窓口等患者の受け皿

的機関を設け、患者・家族へのサポート体制の整備を図る。

（補助先）公募

（補助率）定額
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・慢性の痛み対策研究事業 （※厚生科学課計上） １．１億円

慢性の痛みに関する研究を継続的に実施するための基盤を形成すること、効率的

かつ効果的な行政施策を実施するために必要な情報を収集すること、病態解明や客

観的な評価方法の確立や画期的な診断・治療法の開発等を推進する。

９ 移植対策 ２８億円（２７億円）

（１）造血幹細胞移植対策の推進 ２０億円（１９億円）

患者の病気の種類や病状に応じて、３種類の移植法（骨髄移植、末梢血幹細胞移植、

臍帯血移植）から適切な移植法を選択し実施できる医療体制の整備や治療成績の向上を図

る。

（主な事業）

○・造血幹細胞移植患者・ドナー情報登録支援事業【推進枠】 ６６百万円増

患者の治療内容やドナーの健康等の情報を収集・分析し、個人が特定されないよう

プライバシーに十分配慮した上で、医療機関や研究者のみならず、患者相談を行って

いる者などに公開することにより、３種類の移植法のうち、患者の病気の種類や病状

に応じて適切な移植法が行われ、治療成績の向上等につなげていく体制の整備を行う。

（補助先）日本赤十字社

（補助率）定額

○・造血幹細胞移植医療体制整備事業【推進枠】 １．６億円増

患者の病状に応じて、３種類の移植法のうち適切な移植法を実施できる体制を確保

した拠点的な病院を整備し、造血幹細胞移植に関する人材育成や診療支援等を行うこ

とにより地域の造血幹細胞移植医療体制の底上げを図る。

（補助先）医療法人、独立行政法人等

（補助率）定額

（２）臓器移植対策の推進 ６億円（６．６億円）

、 、臓器移植が着実かつ適切に実施されるよう あっせん業務に従事する者の増員を行い

あっせん業務体制の充実を図るとともに、移植医療への理解や臓器提供に係る意思表示

の必要性について普及啓発に取り組む。

（主な事業）

○・あっせん事業従事者の増員 ２．２億円増

脳死下臓器提供事例への適切な対応やドナー家族のケアの強化、提供体制整備の支援

を行うため、連絡調整者（コーディネーター）の増員（38人→42人）を行う。

（補助先）(社)日本臓器移植ネットワーク

（補助率）定額
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（ ）１０ 健康増進対策 ３１億円 ２７億円

（ ） （ ）１ 健康づくり・生活習慣病対策の推進 １７億円 １５億円

健康寿命の延伸などを目的とした「健康日本２１（第二次 」を着実に推進し、国民）

一人ひとりが日々の生活の中で健康づくりに向けた自発的な行動変容を起こしていける

よう、企業・民間団体・自治体の連携により、地域での健康づくりを着実に実施し、健

康づくりの国民運動化を推進する。

（主な事業）

○・健康日本２１推進費 １．２億円改

健康日本２１（第二次）をより広く国民に浸透させていくために、企業・団体・自

治体との連携を主体としたスマートライフプロジェクトの推進や、厚生労働大臣が任

命した「いきいき健康大使」が出席する健康づくりイベントの実施などにより、特定

健診受診率向上、健康寿命の延伸を図る。

・地域健康増進促進事業 ８５百万円○新

自治体や民間団体などの創意工夫により地域のソーシャルキャピタルやＩＣＴ技術

等を活用し、健康増進のモデル的な取組を支援することで、優れた取組の情報発信や

横展開を図る。

（補助先）市町村、特別区、民間団体（公募により選定）

（補助率）定額

○・食事摂取基準等策定費 ５７百万円改

５年ごとに改定を行っている食事摂取基準の普及とともに、新たに健康寿命の延伸

につながる健康関連産業の拡大を図るため、健康や栄養面に加え、日本人の食事の多

様性や食文化、生産流通等も踏まえた「健康な食事」の基準を策定する。

・健康増進事業（肝炎対策分除く） ８．４億円

（ 、 、 、健康増進法に位置づけられる健康増進事業 健康手帳の交付 健康教育 健康相談

（ 、 。）、 、 ） 。健康診査 骨粗鬆症検診 歯周疾患検診含む 機能訓練 訪問指導等 を実施する

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村 、政令指定都市）

（補助率）都道府県（１／２ 、政令指定都市（１／３））

（ ） （ ）２ 生活習慣病予防に関する研究などの推進 １４億円 １２億円

生活習慣病の予防から診断、治療に至るまでの研究を体系的に実施する中で、糖尿病

などの合併症に特化した予防、診断、治療に関する研究を重点的に推進し、今後の対策

の推進に必要なエビデンスを収集する。

（主な事業）

・循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策研究事業（※厚生科学課計上） １２億円
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１１ 保健衛生施設等の災害復旧に対する支援【復興】
７．３億円

東日本大震災で被災した保健衛生施設等のうち、各自治体の復興計画で、平成26年度

に復旧が予定されている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。

・保健衛生施設等災害復旧費補助 ７．３億円

（補助先）地方公共団体等

（補助率）２／３、１／２、１／３

１２ 強靱・安全・持続可能な水道の構築、災害復旧に対する支援など
（ ）３００億円 ３５０億円

（１）強靱・安全・持続可能な水道の構築
１５１億円（２６５億円）

災害時でも安全で良質な水道水を供給し、将来にわたり持続可能かつ強靱な水道を構

築するため、地方公共団体が実施する水道施設の耐震化・老朽化対策等を推進する。

（主な事業）

・水道施設整備費補助〔公共〕

平成26年度予算案:146億円、平成25年度補正予算案:428億円 計574億円
（平成25年度予算額:260億円、平成24年度補正予算額:278億円 計538億円）

（補助先）地方公共団体

（補助率）1/2,4/10,1/3,1/4

（参考 【平成25年度補正予算案】）

○水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進 ４３２億円（２７８億円）

(1)水道施設の耐震化・老朽化対策等 ４２８億円（２７８億円）

災害時においても安全で良質な水道水を安定的に供給できるよう、地方公共団体が実施

する水道施設の耐震化・老朽化対策等の推進に要する費用に対して補助を行う。

(2)水道施設の災害復旧費 ４億円（ ０億円）

台風災害等で被災した水道施設の災害復旧事業を迅速に進めるための経費。

（ ） 【 】 （ ）２ 水道施設の災害復旧に対する支援 復興 １４９億円 ８５億円

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、平成26年度に復旧

が予定されている施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。
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・水道施設災害復旧事業費補助 １４９億円

（補助先）地方公共団体

（補助率）80/100～90/100,1/2

１３ 生活衛生関係営業の活性化や振興など
（ ）３０億円 ２７億円

中小零細の生活衛生関係営業者の営業の振興や発展を図るため、その組織基盤の強化

を通じた衛生水準の確保・向上、相談支援体制の強化を図るとともに、本格的な高齢社

会に向けて、生活衛生関係営業者が各事業者の特性を活かした生活支援等に係るサービ

スの実施を促進し、地域活性化を推進するほか、株式会社日本政策金融公庫の低利融資

を行う。

（主な事業）

・生活衛生関係営業対策事業費補助金 １０億円

生活衛生関係営業の振興及び公衆衛生の増進を図るため、衛生水準の確保・向上事

業、地域活性化のための生活衛生関係営業者による連携事業、経営基盤強化のための

相談・支援体制の整備等に取り組む。

（補助先） ①（公財）全国生活衛生営業指導センター

②都道府県

③全国生活衛生同業組合連合会、都道府県生活衛生同業組合

（補助率） ①③定額、②１／２

・株式会社日本政策金融公庫補給金 １９億円

生活衛生関係営業の振興及び経営の安定を図るための、株式会社日本政策金融公

庫における生活衛生資金貸付業務に対する補給金。

（補助先）株式会社日本政策金融公庫

（補助率）定額

（参 考）貸付計画額１，１５０億円

貸付制度の拡充

・振興事業貸付の特別利率適用設備の拡充

・生活衛生関係営業経営改善貸付の貸付限度額の拡充 等

（参考 【平成25年度補正予算案】）

日本政策金融公庫への出資金)中小企業・小規模事業者の資金繰り支援 7.7億円 ((株)

生活衛生関係営業における投資促進や基盤強化のため （株）日本政策金融公庫、

の融資について拡充を図る。

（主な内容）

・設備資金貸付利率特例制度の創設

・生活衛生関係営業の創業支援等の充実

女性・若者・高齢者等が創業する場合の資金について金利の引下げ

・生活衛生セーフティネット貸付の拡充 等

- 18 -



被災した生活衛生関係営業者への支援【復興】 ０．７億円・
東日本大震災で被災した生活衛生関係営業者の自立支援、被災地の復興に資する

ため、経営相談、共同利用設備への支援等を実施する。

（補助先 （公財）全国生活衛生営業指導センター）

全国生活衛生同業組合連合会、都道府県生活衛生同業組合

（補助率）定額

（ ）１４ Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 ５７２億円 ５７２億円

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝炎ウ

イルスの感染被害を受けた人々への給付金などの支給に万全を期すため、社会保険診療報

酬支払基金に設置した基金に給付金などの支給に必要な費用の積み増しを行う。

（交付先）社会保険診療報酬支払基金

（参考 【平成25年度補正予算案】）

○Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 ４９８億円

， （ ， ）１５ 原爆被爆者の援護 １ ４４８億円 １ ４８１億円

○保健、医療、福祉にわたる総合的な施策の推進

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養

護ホームの運営、調査研究事業など総合的な施策を引き続き実施する。

また、平成25年12月にとりまとめられた原爆症認定制度の在り方に関する検討会

の報告書を踏まえ、原爆症認定基準について、心筋梗塞など非がん疾病の認定範囲

の拡大を行う。

（主な事業）

・医療費の支給、健康診断 ４０８億円

・諸手当の支給 ９３０億円

・保健福祉事業（原爆養護ホームの運営等） ６６億円

（参考 【平成25年度補正予算案】）

○在外被爆者保健医療助成 １４億円

高齢化する在外被爆者の方々に対し、国内の被爆者と同水準の医療費を支給す

るため、医療費の助成措置を講ずる。
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（ ）１６ ハンセン病対策の推進 ３８億円 ４２億円

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律などに基づき、偏見・差別の解消のため

の普及啓発、退所者などへの社会生活支援策、ハンセン病療養所の入所者への必要な

療養の確保などの施策を着実に実施する。

（ ） ． （ ）１ 謝罪・名誉回復措置 ８ １億円 １１億円

ハンセン病の患者であった者などの名誉の回復を図るため、普及啓発その他必要な措

置を講じる。

（主な事業）

・国立ハンセン病資料館及び重監房資料館の運営 ３．２億円

国立ハンセン病資料館及び重監房資料館を運営し、ハンセン病やハンセン病対策

の歴史に関する正しい知識の普及啓発などを行う。

（委託先）公募

（ ） （ ）２ 社会復帰・社会生活支援 ２９億円 ３０億円

退所者給与金・非入所者給与金の支給、ハンセン病療養所入所者家族に対する生活援

護などを行う。

（主な事業）

・退所者等対策経費 ２７億円

ハンセン病療養所の退所者に対して、退所者給与金を支給する。また、裁判上の

和解が成立した非入所者に対して、非入所者給与金を支給する。

（ ） ． （ ． ）３ 在園保障 １ ２億円 １ ２億円

私立ハンセン病療養所の運営を支援し、入所者に対する必要な療養の確保を図る。

（主な事業）

・私立ハンセン病療養所運営経費 １．２億円

（補助先 （一財）神山復生病院）

（補助率）定額（10/10）

（ ． ）１７ 地域保健対策の推進 １８億円 ８ ６億円

（ ） （ ）１ 人材育成対策の推進 １億円 １億円

地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の

構築を推進するとともに、円滑な人材育成を実施するための支援策を講ずる。
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（主な事業）

・地域保健従事者の現任教育体制の推進 ３７百万円

（補助先）都道府県、政令指定都市

（補助率）１／２

・新任保健師の育成支援 １１百万円

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区、市町村

（補助率）１／２

（ ） ． （ ． ）２ 地域・職域連携体制等の推進 ２ １億円 ２ １億円

（主な事業）

・地域・職域連携推進事業 ５０百万円

広域的な地域・職域の連携を図り、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体

制を整備する。

（補助先）都道府県、保健所設置市、特別区

（補助率）１／２

（ ） ． （ ． ）３ 地域健康危機管理対策の推進 ４ ９億円 ５ ５億円

（主な事業）

・健康安全・危機管理対策総合研究の推進（※厚生科学課計上） ４億円

地域での健康危機管理体制の基盤強化等に資する健康安全・危機管理対策に関す

る総合的な研究を推進する。

（４）被災地の健康支援活動に対する支援【復興】 １０億円

東日本大震災により長期にわたり仮設住宅等で生活する被災者の健康状態の悪化を防

ぐため、被災３県（岩手、宮城、福島）における保健師による巡回保健指導等の各種健

康支援活動やそれらを担う保健師等の人材確保等に必要な経費について財政支援（基金

の増額及び実施期間の１年間延長）を行う。

・被災地健康支援事業 １０億円

（交付先）岩手県、宮城県、福島県
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【原子爆弾被爆者援護対策室】

１．原爆症認定について

（１）原爆症認定制度の見直しについて

原爆症認定制度の見直しについては、昨年１２月４日に原爆症認定制度の

在り方に関する検討会の報告書がとりまとめられ、この内容などを踏まえ、

１２月１６日に原子爆弾被爆者医療分科会で「新しい審査の方針」が改正さ

れた。

今回の見直しでは、被爆者救済の観点から、厳密な科学的知見からは明ら

かでない範囲を含めて認定範囲が拡大されており、具体的には心筋梗塞など

非がん３疾病は、爆心地から２㎞以内及び原爆投下翌日までに爆心地から約

１．０㎞以内に入市した者、放射線白内障は１．５㎞以内で被爆された方へ

積極的認定を行うこととなった。

内容はホームページなどで既にお知らせしているが、都道府県においては

ご承知の上、申請を希望される方などへの適切な周知にもご配意のほどお願

いしたい。

（２）特別医療手当の継続に当たっての要医療性の確認について

原爆症認定制度の在り方に関する検討会報告書（平成２５年１２月４日）

において、医療特別手当に係る「要医療性の範囲の明確化」や「要医療性の

有無を客観的に確認すること」が適当であるとされた。被爆者援護法施行規

則第３２条１項（健康状況の届出）により、認定申請日から起算して３年を

経過する毎に健康状況届及び診断書（以下「届出書類」という）の提出を規

定しているが、報告書の趣旨を受け、被爆者援護法１１条第１項により認定

した疾病が放射線白内障である者及び法第１１条第２項による審議会等の意

、 、見に基づき特に必要であると認められた者については 上記規定に関わらず

初回提出時においては認定申請日から１年を経過したときに届出書類を提出

する規定を追加する予定である（施行日以降に法第１１条第１項の認定を受

けた者を対象 。）

また、診断書の様式について、要医療性の有無を客観的に確認できるよう

にするため、認定疾病に対する治療状況の欄を新設する等の所要の改正を行

い、施行日以降に適用する予定である。

都道府県市におかれては、施行日以降での白内障等での認定者に対する健

康状況届の時期の通知、及び平成２６年５月に控えている健康状況届出対象

者への新様式による提出の周知につき遺漏無いようにお願いする。
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（３）原爆症認定を行うに当たっての対応について

ア 認定数増への対応

厚生労働大臣が原爆症の認定を行うに当たって、科学的・医学的見地か

ら専門的な意見を聴くこととされている「疾病・障害認定審査会原子爆弾

被爆者医療分科会」では、平成２０年４月以降、従来の審査方針を見直し

た「新しい審査の方針」に基づき審査を行い、現在までに約１１，３００

件を超える認定を行っており、認定件数の増加に伴い、医療特別手当支給

件数が増加することから、平成２６年度予算（案）で必要な額を確保した

ので、各都道府県、広島市、長崎市（以下「都道府県市」という ）にお。

かれても必要な予算措置をよろしくお願いしたい。

また、認定となって、都道府県市において遡及して手当を支給するよう

な場合があるが、既に支給された健康管理手当との調整等により、適切な

支給をお願いしたい。

イ 原爆症認定申請の進達

厚生労働省では、引き続き迅速な審査に努めているが、都道府県市を通

じて送付される申請書類の中には、審査に必要な検査結果報告書等、医学

的な書類が揃っていない事例もあることから、追加で提出を依頼すること

で審査に時間を要している場合もみられる。このため、申請書の進達に当

たっては、必要とされる書類の確認に一層の御協力をお願いしたい。

なお、審査に必要な書類については、平成２０年７月３日付け総務課長

通知「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条の規定によ「

る認定の審査に必要となる書類等について」の一部改正について」及び同

年９月８日付け事務連絡「原爆症認定申請に係る資料の進達について」を

発出しているので、これらに留意願いたい。

（４）指定医療機関の指定について

原爆症認定疾病の医療については、厚生労働大臣が指定する指定医療機関

が担当することとしているが、原爆症認定者数の増加に伴い、新たな指定医

療機関の指定が必要な場合が考えられる。

各都道府県におかれては、被爆者の要望や利便性にも配慮し、必要に応じ

て医療機関に対して指定申請を呼びかける等、引き続き御協力をお願いした

い。

２．各種手当について

（１）各種手当額の改定について

平成２６年４月からの各種手当額については、平成２５年の全国消費者物

価指数の対前年比変動率が0.4％となった結果 特例水準の段階的な解消 平、 （

） 、 、成２６年４月以降は▲0.7％ とあわせて 0.3％の引き下げとなることから

各手当受給者に対する周知等につき、よろしくお取りはからい願いたい。
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（参 考） 手当額の見直し

(現行) ( 26 4 )平成 年 月

・医療特別手当 135,540円 → 135,130円

・特別手当 50,050円 → 49,900円

・原子爆弾小頭症手当 46,650円 → 46,510円

・健康管理手当 33,330円 → 33,230円

・保健手当 16,720円 → 16,670円

33,330円 → 33,230円

・介護手当 重度 104,530円 → 104,530円

中度 69,680円 → 69,680円

・家族介護手当 21,270円 → 21,210円

・葬祭料 201,000円 → 206,000円

（２）現況の把握等について

被爆者の現況の把握を確実に行うため、直近１年以内の現況を把握できない

被爆者は現況の届出を提出いただくこととしている。

国内の被爆者の場合は、住民基本台帳の活用等により、届出に換えることが

できるので、引き続き、適切な対応をお願いしたい。

また、各種手当の支給に当たっては、それぞれの手当ごとに定めている支

給決定手続を遵守し、適切な支給をお願いしたい。

３．在外被爆者への支援について

（１）保健医療助成事業の見直しについて

在外被爆者への医療費の支給は、被爆者援護法に基づく支給は困難である

ものの、平成１６年度より保健医療助成事業により助成を行い、その充実に

努めてきたが、昨年１０月の大阪地裁判決を契機として、今般、見直しを行

ったところである。具体的には、引き続き申請書類等の利便性を確保しつつ

国内の被爆者と同水準の医療費を支給するため、①助成上限額を年間３０万

円に引き上げ、大部分の在外被爆者の医療費助成に対応するとともに、②上

限額を超えた場合にも、医療内容に関する資料を提出していただき、日本の

診療報酬で算定した上で、一定額を支給できるようにし 、来年度より実施、

することとしている。

併せて、過去において上限額を超える医療費を負担した方へもも、個別に

審査の上、遡及して不足分を支払うこととしている。

いずれも広島・長崎両県市などを通じて実施することとしているところで

あるが、他の都道府県においてもご承知おき願いたい。

（２）在外被爆者からの原爆症認定申請について

在外被爆者からの原爆症認定申請については、平成２０年６月に成立した改正被爆

者援護法の附則において 「政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者、
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に係る原爆症認定申請の在り方について検討を行う」旨規定されたことを受けて、検

討した結果、平成２２年４月から国外からの原爆症認定申請を可能としたと

ころである。

申請にあたっては、在外公館で受け付けた後、都道府県市を通じて国に進

達していただいているので、引き続き御協力をお願いしたい。

なお、審査結果については、都道府県市を通じて直接申請者へ送付するこ

ととしているので、留意願いたい。

（３）４０２号通達に係る在外被爆者への賠償について

４０２号通達に関しては、約１，２００名の在外被爆者又はその遺族の方

々が、大阪、広島及び長崎の各地方裁判所に提訴している。

これに対しては、平成１９年１１月の三菱徴用工最高裁判決で示された要

件と同様の状況にあることが確認できた方については、和解により賠償金を

支払うこととし、各地方裁判所において和解に向けた手続を行っている。

この和解に係る要件の確認に当たっては、被爆者健康手帳の交付等の事実

確認につき、都道府県市の御協力が必要であり、各裁判所から調査嘱託がな

されているので、引き続き御協力をお願いしたい。

４．その他

（１）健康診断について

ア 実施時期について

被爆者及び被爆二世の健康診断については、適切に広報していただくと

ともに、受診者の利便性を図る観点から、年度の早い時期から実施するよ

う配慮願いたい。

イ 被爆者援護法に基づく健康診断と特定健康診査の実施について

平成２０年度より 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく、特、

定健康診査が実施されているところであるが、被爆者健診の検査項目の一

部が重複しており、受診者の負担の軽減を図るため、引き続き、可能な限

り共同実施ができる体制づくりに努めていただきたい。
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【指導調査室】

５ 公衆衛生関係行政事務指導監査について．

（１）平成２６年度の指導監査について

ア 指導監査の日程について

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（以下｢原爆被爆者援護法｣という。）

及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（結核に関する事務

に限る。以下「感染症法」という。）に関する行政事務指導監査については、平成

２６年度においても別記の計画により実施することとしているので、対象都道府県

等にあっては、特段の御協力をお願いする。

なお、具体的な実施日程は別途通知する予定である。

イ 提出資料の作成等について

指導監査の実施に当たっては、毎年度、都道府県等における事業の実施状況につ

いて事前に資料の提出をお願いしているところであり、提出資料の作成に当たって

は、対象都道府県等にお示しする作成要領等に留意するとともに、期限（指導監査

実施時期の６０日前）までに提出されるようお願いする。

なお、「厚生労働行政総合情報システム」（http://www.wish.mhlw.go.jp/）に

平成２６年度の提出資料の様式を掲載することとしているので活用されたい。

また、併せて実施する「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の指導監査

についても、資料の提出等に当たり、関係部局との連携方、特によろしくお願いす

る。

ウ 指導監査の重点事項について

平成２６年度の指導監査においては、各制度ごとに以下の事項を重点事項として

実施することとしている。

（ア）原爆被爆者援護法関係

ａ 被爆者健康手帳の審査・交付状況

（申請書類の審査、広島・長崎両県市への照会、必要書類の添付、事情聴取、

記録の確認、未処理案件の状況）

ｂ 健康診断の実施状況

（健康診断の周知・受診勧奨の状況、精密検査対象者の未受診理由の把握状
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況、交通手当の支給状況）

ｃ 原爆症認定申請の事務処理状況

（必要書類の確認状況、認定書の返還状況、認定書・却下通知の処理状況）

ｄ 各種手当の認定、支給事務処理状況

（各種手当の認定、支給台帳の整備状況）

（イ）感染症法関係

ａ 健康診断の実施状況

（対象者の選定・受診者の把握方法、受診者・未受診者の把握状況、未受診

者への受診勧奨方策、患者との接触者に対する健康診断受診勧告等の状況）

ｂ 医師及び病院管理者が行う届出状況

（届出状況、医師及び病院管理者への指導状況）

ｃ 家庭訪問等指導の実施状況

（訪問基準の整備状況、家庭訪問等指導の実施状況）

ｄ 就業制限の実施状況

（感染症の診査に関する協議会（以下「協議会」という。）への諮問・報告

状況、就業制限の手続状況）

ｅ 入院勧告の実施状況

（協議会への諮問・報告状況、患者等への説明・意見を述べる機会の付与の

手続状況、勧告等の手続状況）

ｆ 結核医療費の公費負担事務処理状況

（公費負担申請書の審査・事務処理状況、承認始期の状況、療養費払の書類

の整備・処理状況、自己負担の認定に係る書類の確認状況、連名簿及び診療

報酬明細書の写し等による審査点検状況）

（ウ）特定疾患治療研究事業関係

新制度移行のため、当分の間は指導監査の対象外として整理する。

（２）平成２５年度の指導監査における主な指摘事項について

平成２５年度の指導監査は、４６の自治体を対象にすべて実施しており、指導監査

において是正改善を図る必要があると指摘した主な内容は以下のとおりである。

なお、これらの指摘事項には、過去に是正改善を図るよう指摘したにもかかわらず、

依然として改善されていない事例も含まれているので、各自治体におかれては、改め

て指摘の趣旨を御理解の上、改善に向けて適切に対処されるよう、一層の御尽力をお

願いする。
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ア 原爆被爆者援護法関係

・ 被爆者健康手帳の交付の遅延

イ 感染症法関係

（ア）定期健康診断の低受診率、報告書未提出の事業所等への指導が不十分

（イ）定期健康診断（一般住民）の対象者の範囲、広報内容が不適切な市町村への指

導が不十分

（ウ）接触者に対する健康診断受診勧告の実施、未受診者対策が不十分

（エ）医師及び病院管理者からの入退院届が遅延（未提出）

（オ）新登録患者に対する家庭訪問等指導の実施が不十分

（カ）就業制限の通知が行われていない等実施が不適切

（キ）入院勧告に係る協議会への諮問・報告、患者等への説明・意見を述べる機会の

付与手続等の実施が不適切

（ク）公費負担に係る連名簿等の審査点検が不十分

ウ 特定疾患治療研究事業関係

・ 特定疾患調査解析システムによる一次判定が未実施

・ 事業評価への取組及び当省へのデータ送信が不十分
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（別 記）

平成２６年度公衆衛生関係行政事務指導監査実施計画

実 施 期 間 自 治 体 名 備 考

各自治体に実施 （都道府県） ［ ２１] (注)

１ 指定都市について期間を定めて別途 北 海 道 岩 手 県 千 葉 県 東 京 都

は、感染症法（結核通知する。 新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県

に係る事務に限る。長 野 県 岐 阜 県 静 岡 県 滋 賀 県

以下同じ。）及び精奈 良 県 和歌山県 岡 山 県 広 島 県

神保健福祉法につい徳 島 県 香 川 県 愛 媛 県 佐 賀 県

て実施する。大 分 県

２ 中核市・保健所設（指定都市） ［ １０］

置市・特別区につい札 幌 市 仙 台 市 さいたま市

ては、感染症法につ新 潟 市 名古屋市 大 阪 市 神 戸 市

いてのみ実施する｡岡 山 市 広 島 市 福 岡 市

（長崎市は原爆被爆者

援護法についても（中核市） ［ １４］

実施。）函 館 市 盛 岡 市 船 橋 市 柏 市

岡 崎 市 大 津 市 東大阪市 西 宮 市

３ 平成25年度の対奈 良 市 和歌山市 高 松 市 久留米市

象自治体であって長 崎 市 大 分 市

も、当該年度におけ

る指導監査の結果に（保健所設置市） ［ ２］

よっては、平成26四日市市 大牟田市

年度において追加し

て実施する場合があ（特別区） ［ ８］

る。新 宿 区 文 京 区 台 東 区 杉 並 区

豊 島 区 荒 川 区 練 馬 区 葛 飾 区

［合計 ５５］
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６ 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金について．

（１）平成２６年度予算（案）について

○ 一般会計

（項）保健衛生施設整備費

（目）保健衛生施設等施設整備費補助金 ８８３百万円

【補助メニュー】

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・放射線影響研究所施設

・農村検診センター ・小児がん拠点病院 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院

・HIV検査・相談室 ・難病相談・支援センター ・感染症指定医療機関

・感染症外来協力医療機関 ・結核患者収容モデル病室 ・結核研究所

・多剤耐性結核専門医療機関 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻ゙患者入院医療機関 ・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ

・食肉衛生検査所 ・精神科病院 ・精神保健福祉センター

・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急医療センター

（項）地域保健対策費

（目）保健衛生施設等設備整備費補助金 １，５６０百万円

【補助メニュー】

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・原爆被爆者健康管理施設

・地方中核がん診療施設 ・マンモグラフィ検診機関 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院

・HIV検査・相談室 ・難病医療拠点・協力病院 ・眼球あっせん機関

・さい帯血バンク ・組織バンク ・末梢血幹細胞採取施設

・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核研究所

・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻ゙患者入院医療機関 ・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所

・と畜場 ・市場衛生検査所 ・食品衛生検査施設

・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設

・精神科救急車 ・精神科救急情報センター

○ 東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上）

（項）社会保障等復興政策費

（目）保健衛生施設等設備整備費補助金 １２百万円

（項）社会保障等復興事業費

（目）保健衛生施設等災害復旧費補助金 ７３１百万円
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（２）平成２６年度整備計画について

保健衛生施設等施設整備費補助金に係る平成２６年度整備計画内容の説明聴取につ

いては、既に各地方厚生（支）局において実施したところであるが、例年、建設用地

の確保、地域住民との調整等により内示（実施計画承認）後に申請取下げ又は計画の

変更といったケースが見受けられるので、各都道府県等におかれては、事業者の整備

計画の進捗状況を十分把握するとともに、事業の延期・中止等の事態を生じさせるこ

とがないよう、事業者等に対しても適切な指導をお願いする。

７ 毒ガス障害者対策について．

毒ガスによる健康被害を受けた方々に対する各種事業については、広島県、福岡県

及び神奈川県に委託して実施しているところであり、これらの県におかれては、今後

とも協力をお願いしたい。

また、平成２６年度の手当の支給額については、原爆被爆者に対する各種手当と同

様に、平成２６年４月から△０．３％分を引き下げることとしている（介護手当を除

く）ため、改定に向けて準備をお願いしたい。

（参 考）

手当額（月額）の見直し

（現行） （平成26年4月）

特別手当 99,970円 → 99,670円

医療手当

入院8日･通院3日以上 35,680円 → 35,570円

入院8日･通院3日未満 33,330円 → 33,230円

健康管理手当 33,330円 → 33,230円

保健手当 16,720円 → 16,670円

介護手当 重度 104,290円 → 104,290円

中度 69,520円 → 69,520円

家族介護手当 21,270円 → 21,210円
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１．平成２４年度公衆衛生関係行政事務指導監査結果の概要

（１）指導監査を実施した地方公共団体の数

・ 都 道 府 県 １６か所

・ 指 定 都 市 ７か所

・ 中核市・政令市 １２か所

・ 特 別 区 ７か所

計 ４２か所

（２）主な指摘事項

ア 原爆被爆者援護法関係

（ア）被爆者健康手帳に関する事務処理

・ 被爆者健康手帳の交付の遅延 １か所

（イ）各種手当等の認定関係

・ 手当等認定事務が不適切 ２か所

・ 手当等支給事務の不適正 １か所

イ 感染症法関係

（ア）定期健康診断に関する事項

ａ 受診率が低い事業所に対する指導が不十分 １５か所

ｂ 報告書が未提出の事業所に対する指導が不十分 ９か所

ｃ 広報内容が不適切な市町村に対する指導が不十分 １１か所

（イ）定期外健康診断（接触者健診）に関する事務処理

ａ 対象者に対する勧告が不十分（未実施を含む） １３か所

ｂ 勧告を受けたにもかかわらず受診していない者がいる ５か所

（ウ）患者管理に関する事務処理

ａ 新患者発生届出（法第12条）の遅延又は入退院届出（法

第53条の11）の遅延（未届出を含む） ４２か所

ｂ 新登録患者に対する保健師等による家庭訪問等指導の

実施が不十分 ２か所

（エ）就業制限に関する事務処理

・ 就業制限の通知が行われていない等実施が不適切 ８か所
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（オ）入院勧告・措置制度

ａ 入院勧告・措置及び入院期間の延長の手続等が遅延し

ている等実施が不適切（法第20条第1～5項） １０か所

ｂ 患者等への説明・意見を述べる機会の付与手続等の

実施が不適切（法第20条第6～8項） １１か所

（カ）公費負担制度

ａ 自己負担額の認定が未実施（再認定を含む） ３か所

ｂ 公費負担に係る連名簿等の審査点検が不十分 １２か所

ウ 特定疾患治療研究事業関係

（ア）特定疾患対策協議会の運営に関する事務処理

・ 特定疾患対策協議会等における審査が不適切 ３か所

（イ）公費負担に関する事務処理

・ 公費負担に係る連名簿等の審査点検が不十分 ２か所

（ウ）難病患者認定適正化事業

・ 特定疾患対策協議会における最終判定結果の入力及び

入力データの送信が不十分 ２か所
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毒ガス障害者対策の概要

１．目 的

第二次大戦中、広島県大久野島にあった旧陸軍造兵廠忠海製造所等、福岡県北九州市にあった同曾根
お お く の し ま

製造所及び神奈川県寒川町にあった旧相模海軍工廠に従事していた者等の中には、当時製造していた毒

ガスによる健康被害が多くみられることから、健康診断及び相談指導の実施、医療費、各種手当の支給

等を行い、健康の保持と向上を図っている。

＜ 対 象 者 数 ＞

２．対象者 財 務 省： 846人

毒ガス障害者対策は、当時の従事関係に応じ、対策を講じている。 厚生労働省： 1,878人

忠 海 ： １，７９６人(1) 旧陸軍共済組合等の組合員であった者については財務省

曾 根 ： ７６人→ ｢ｶﾞｽ障害者救済のための特別措置要綱｣（昭29）及び「ｶﾞｽ障害者に

相 模 : 6 人対する特別手当等支給要綱｣（昭45）により国家公務員共済組合連

（ 25 3 )合会が実施 平成 年 月末現在

(2) 動員学徒、女子挺身隊員等の組合員以外の者については厚生労働省

→ ＜ 予 算 額 ＞｢毒ｶﾞｽ障害者に対する救済措置要綱｣（昭49）により広島県、福岡

毒ｶﾞｽ障害者対策費県及び神奈川県に委託して実施

平成26年度予算

千円３．疾病の範囲 716,928

慢性呼吸器疾患（慢性鼻咽頭炎、慢性気管支炎等） うち 健康診断費・

26,451千円・ 同疾病に罹患しているものに発生した気道がん(副鼻腔がん､舌がん等)

上記疾病にかかっている者に併発した循環器疾患、呼吸器感染症、消 うち 医療費・

47,917千円化器疾患疾患、皮膚疾患

うち 各種手当

632,078千円

４．対策の概要＜厚生労働省＞

① 健康管理手帳 動員学徒等として従事していた者に交付 支 給 額 受 給 者

年度 年 月末現在② 健康診断 年１回（一般検査､精密検査） (H26 ) H25 3

人③ 医療手帳 毒ガスに起因する疾病を有する者に交付 ① － 1,878

人④ 医療費 医療保険の自己負担分を支給 ③ － 1,639

人⑤ 特別手当 毒ガスに起因する疾病を有し、かつ重篤と ⑤ 99,670 56円

入８以 円認められた者に支給 ⑥ 35,570

入８未 円⑥ 医療手当 特別手当を支給されている者であって、その 33,230

円 人疾病に係る療養を受けた期間について支給 ⑦ 33,230 1,404

円 人⑦ 健康管理手当 毒ガスに起因する疾病が継続する者に支給 ⑧ 16,670 6

重度 円 人⑧ 保健手当 毒ガス障害の再発のおそれのある者に支給 ⑨ 104,290 0

中度 円 人⑨ 介護手当 費用を支出して介護を受けている者に支給 69,520 0

円 人⑩ 家族介護手当 疾病が重度であり、家族の介護を要する状態 ⑩ 21,210 0

平成２６年度予算：７１６，９２８千円（内委託額７１５，０４７千円）５．

６．創設年度：昭和４９年度
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